
請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当

平成30年
2月23日

平成30年
3月9日

「公益通報に係る審議結果につ
いて(通知)」において、「…第
一義的には所属において対処す
べき…」とされた案件につい
て、職員が懲戒処分になったも
のについて、通報内容、調査内
容が確認できる文書、懲戒処分
に関する文書と決裁・供覧のす
べて。(各所属保有分のうち５
年分。ただし、５年分で該当す
るものがない場合は、直近１
件。)
（中央区役所に係るものについ
て）

不存在 中央区
総務課

（総務グループ）

平成30年
2月23日

平成30年
3月9日

「公益通報に係る審議結果につ
いて(通知)」において「公益通
報制度としての調査を行う」と
され処理を終了した案件で、職
員が懲戒処分になったものにつ
いて、通報内容、調査内容が確
認できる文書、懲戒処分に関す
る文書と決裁・供覧のすべて。
(各所属保有分のうち５年分。
ただし、５年分で該当するもの
がない場合は、直近１件。)
（中央区役所に係るものについ
て）

不存在 中央区
総務課

（総務グループ）

公開請求の内容及び処理状況

中央区　 2月分

非公開事由
（7条該当号）


